
令和８年４月１０日   

保護者の皆様   

岡崎市立北中学校  

校長 早川 周宏  

  

岡崎市に「暴風警報（暴風警報・暴風雪警報）」及び 

「特別警報」が発表された場合の対応について 

  

軽暖の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は本校

の教育活動にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、見出しにありますように、災害対応について、下記のように対応させていただき

ますのでお知らせします。なお、生徒手帳 18ページにも同内容を記載しております。お子

様と一緒に併せてご確認ください。 

 

記 

 

●「暴風警報・暴風雪警報」への対応について  

１  警報及び注意報の発令区分は「西三河南部全域」または「岡崎市」とする。 

２  生徒の登校する以前に、暴風警報及び暴風雪警報が発令されている場合。  

（１）始業時刻２時間前（午前６時）までに警報が解除された場合は、平常通り始業す 

る。  

（２）午前１１時までに警報が解除された場合は、２時間後から始業する。  

（３）午前１１時以降警報が継続されている場合は、臨時休業とする。  

※上記（１）（２）の場合においても、道路の冠水、河川の増水、積雪等により、登

校が困難と校長や保護者が認める場合は、該当生徒を自宅待機とし登校させない。 

３  生徒の登校後に、暴風警報及び暴風雪警報が発令された場合 

（１）気象・交通機関及び通学路の状況等から生徒を安全に帰宅させうると判断したと 

きは、授業を中止して速やかに下校させる。 

（２）通学路が危険と認められるときや、通学距離等により帰宅が困難と認められると 

きは、当該生徒の安全を校内において確保する。必要があれば、保護者へ迎え等

を依頼する。 

● 「特別警報」への対応について  

※特別警報…警報の発表基準をはるかに超える大雨等、重大な災害の起こるおそれが 

著しく高まっている場合に発表されます。  

１ 登校前に特別警報が発表された場合は生徒を登校させない。  

２ 特別警報解除後も、安全に登校できると判断するまでは生徒を登校させない。  

３ 登校後に特別警報が出た場合は、３（２）に準ずる。 

   ※必要に応じて北中メール・北中ホームページで配信します。  

●「暴風警報」や「特別警報」が発表されていなくても、落雷や豪雨など登校に危険が伴 

う場合は、御家庭の判断により、自宅で待機させて下さい。安全に登校ができるように 

なったところで、自宅を出るようにしてください。 

 

（問い合わせ 岡崎市立北中学校 ℡２２－８７４０ 担当：教頭） 

実家庭 


